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陳情の趣旨

陳情の趣旨

市は、相模原市体育館 (中央区富士見 1・ 2・ 15)について、令和 6年 3月 31日 付けでの廃

止を決定し、それに伴う弓道場の閉鎖について代替え地を検討することを約束致しました

が、代替え地の選定について明確な回答が得られておりません。そのため、市体育館弓道場

の開鎖に伴う代替え地の選定が難しい場合には、市体育館弓道場の存続を市に対して求めて

いただきますよう陳情致します。

陳情の理由 相槽1晨
現在、南区にlざギオンアリーナに弓道場があり、緑区には北総合体育館に弓道場があり

ますが、市体育館弓道場が閉鎖致しますと、中央区に弓道場が無くなります。また、ギオン

アリーナ弓道場及び北総合体育館弓道場では、独占使用を禁止するとの理由から、団体取得

枠が制限されており、市体育館弓道場で現在練習を行つている年間延べ約 12000人 を受

け入れることは、不可能な状態です。また、市体育館弓道場では、約250名 の弓道協会会

員の他、麻布大学弓道部、県立相模原高等学校弓道部、相模女子大学付属高等学校弓道部の

部員も練習しており、現状会員及び学生の練習場の確保に苦慮しております。また、中央小

学校のクラブ活動にも利用されています。

可能ならば、現在の弓道場の継続使用が最も好ましいと言えますが、少なくとも中央区内

に代替施設を新設していただければと思います。

弓道は、中学生から高齢者まで幅広く行うことができるスポーツであり、伝統ある日本武

道の1つでもあります。その基本理念は、「至誠」と「礼節」であり、今後の市民の皆様の

人生をより豊かなものとするためにも大切な施設であると考えます。




















